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１ 趣旨

与謝野町では、文化芸術の創作活動者へ展示機会を提供し、もって文化芸術活動を促進す

るとともに、町民に対して優れた文化芸術に親しむ機会を提供するため、生涯学習センター

知遊館展示室（以下「展示室」という。）を活用した展示会の開催を希望する個人または団

体を募集する。

本要項は、募集について必要な事項を定める。

２ 応募資格

応募できる者は、次の（１）もしくは（２）のいずれかに該当すること。

（１）与謝野町在住・在勤・在学・出身・町内で文化芸術創作活動をしている者のいずれ

かに該当する個人もしくは団体

（２）与謝野町を題材にした作品の展示を提案できる個人もしくは団体

３ 展示会開催条件

（１）展示場所 与謝野町立生涯学習センター知遊館展示室（ぎゃらりぃ知遊館）

（京都府与謝郡与謝野町字岩滝２２７１番地）

※別紙「展示室の詳細」参照

（２）展示期間及び準備・撤去期間

※応募の状況により調整する場合がある。

（３）休館日及び展示室の開室時間

①展示室の開室時間 午前９時から午後５時まで

②休館日 毎週月曜日

（４）展示室使用料

この展示における展示室の使用料は無料。

（５）搬入作品等について

①作品は、完成されたもので、額装等展示可能な状態で搬入すること。館内での作成

は行えない。

②次に掲げる作品は、館の管理運営上、支障があるため搬入及び陳列ができない。

ア 指定重量を超過する作品

イ 施設を汚損・破損する恐れのある作品

ウ 危険物、火、刃物等を用いた作品

エ その他、施設等に悪影響を及ぼす恐れのある作品（食物、土壌、動植物等）

展示物の搬入 令和７年８月１日（金）及び２日（土）

午前９時から午後５時まで

展示期間 令和７年８月３日（日）から令和７年９月２６日（金）まで

展示物の搬出 令和７年９月２７日（土）及び２８日（日）

午前９時から午後５時まで



3

③運搬等に要する費用は、使用者の負担とする。

④搬入について疑義のある作品については、事前に社会教育課に相談すること。

⑤電気及び館内ネットワーク端子（LAN）を用いる作品等は、電気容量、電源の系統、

設定等について確認が必要のため、事前に社会教育課に仕様書等を提出すること。

（６）その他

①応募作品及び持ち込み備品等の管理は、使用者が責任を持って行うこと。汚損・破

損・盗難等については、一切責任を負わないものとする。

②作品等の販売は認めない。

③施設の使用及び作業を行うに当たっては、事故防止等のための対策を十分に取っ

て行うこと。安全対策の不備・不作為により事故等が生じた場合は、使用者の責任

となる。

④施設、設備及び備品等は取り扱いに注意すること。施設、設備及び備品等を汚損、

破損、滅失等したときは、使用者の責任で原状回復、又は損害賠償をすること。

４ 作品展示以外の企画の提案について

展示室での作品展示のほか、展示に関連したお話会、ワークショップ等のイベントの提案

がある場合は、その内容を提案すること。

５ 応募方法

（１）応募期間 令和７年６月２日（月）から令和 7年７月４日（金）午後５時まで

（２）提出書類 申請書

（３）提出方法 電子メール、郵送（当日消印有効）又は持参

（４）提出場所 下記の通り

６ 選定に関する事項

申請書類の内容をもとに展示会開催候補者として選定し、詳細について打合せを行い調

整が整った場合、展示会開催者に決定する。

７ 問い合わせ先及び提出先

与謝野町教育委員会事務局 社会教育課

住 所：〒629-2498

京都府与謝郡与謝野町字加悦４３３番地

電 話：（0772）43-9026 社会教育課（直通）

Ｅ-mail：shakaikyoiku@town.yosano.lg.jp

担当者：社会教育課 竹下



展示室の詳細

■展示室の所在地：与謝野町立生涯学習センター知遊館（ちゆうかん） １階

京都府与謝郡与謝野町字岩滝２２７１番地

■構造：鉄筋コンクリート造 ３階建

■展示室法量：別図のとおり

■防犯対策：

開館時は職員が隣接の事務室に常駐。閉館時の対応には機械警備システムを導入。また、

展示室は閉室時は施錠する。仮に閉館時に不審者が玄関から侵入した場合、展示室まで３箇

所の開錠が必要となる。

■防火対策：

上記機械警備システムが館内の異常温度を感知。消火設備は、粉末消火器を館内に設置。

■道具類：

展示用有孔ボード（１.２ｍ×１.８ｍ）１０枚、脚 １５本

※概ね必要な数を台車に載せて置いておくので利用者で設営すること。

有孔ボードフック J型 １５０、L型 ３０

展示台（長テーブル） ２台

可動式（吊下げ用）フック（３０箇所）、ワイヤー（ロックあり１５、ロックなし１５）

「ショーウインドウ」内フック（９箇所）

※題名キャプション等壁に着ける場合、粘着力の弱いテープを使用すること。

（壁紙がはがれる恐れがある。）

※壁へのピン打ちは不可、展示用有孔ボードへは可。

■空調システム：パッケージエアコン（独立操作可能）



別図 展示室法量


